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○

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
十
八
条
の
二
の
二

常
勤
の
防
衛
大
臣
政
策
参
与
に
は
、
一
般
職
の
国
家

第
十
八
条
の
二
の
二

常
勤
の
防
衛
大
臣
政
策
参
与
に
は
、
一
般
職
の
国
家

公
務
員
の
例
に
よ
り
、
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

公
務
員
の
例
に
よ
り
、
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
と
あ
る

一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
二
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の

の
は
、
「
百
分
の
百
六
十
五
」
と
し
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
人
事
院
規

は
、
「
百
分
の
百
七
十
」
と
し
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
人
事
院
規
則
で

則
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
も

定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
も
の
と

の
と
す
る
。

す
る
。

（
学
生
の
給
与
）

（
学
生
の
給
与
）

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の

３

第
一
項
の
期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の

例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
二

例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
二

項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
六
十
五
」
と
、
同

項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
」
と
、
同
条
第

条
第
四
項
中
「
職
員
が
受
け
る
べ
き
俸
給
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
調
整
手
当

四
項
中
「
職
員
が
受
け
る
べ
き
俸
給
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
調
整
手
当
及
び

及
び
扶
養
手
当
の
月
額
並
び
に
こ
れ
ら
に
対
す
る
地
域
手
当
及
び
広
域
異

扶
養
手
当
の
月
額
並
び
に
こ
れ
ら
に
対
す
る
地
域
手
当
及
び
広
域
異
動
手

動
手
当
の
月
額
並
び
に
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
に
対
す
る
研
究
員
調

当
の
月
額
並
び
に
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
に
対
す
る
研
究
員
調
整
手

整
手
当
の
月
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
学
生
が
受
け
る
べ
き
学
生
手

当
の
月
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
学
生
が
受
け
る
べ
き
学
生
手
当
の

当
の
月
額
」
と
す
る
。

月
額
」
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
生
徒
の
給
与
）

（
生
徒
の
給
与
）
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第
二
十
五
条
の
二

（
略
）

第
二
十
五
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の

３

第
一
項
の
期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の

例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
二

例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
二

項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
六
十
五
」
と
、
同

項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
」
と
、
同
条
第

条
第
四
項
中
「
職
員
が
受
け
る
べ
き
俸
給
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
調
整
手
当

四
項
中
「
職
員
が
受
け
る
べ
き
俸
給
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
調
整
手
当
及
び

及
び
扶
養
手
当
の
月
額
並
び
に
こ
れ
ら
に
対
す
る
地
域
手
当
及
び
広
域
異

扶
養
手
当
の
月
額
並
び
に
こ
れ
ら
に
対
す
る
地
域
手
当
及
び
広
域
異
動
手

動
手
当
の
月
額
並
び
に
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
に
対
す
る
研
究
員
調

当
の
月
額
並
び
に
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
に
対
す
る
研
究
員
調
整
手

整
手
当
の
月
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
生
徒
が
受
け
る
べ
き
生
徒
手

当
の
月
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
生
徒
が
受
け
る
べ
き
生
徒
手
当
の

当
の
月
額
」
と
す
る
。

月
額
」
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）
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○

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
十
八
条
の
二
の
二

常
勤
の
防
衛
大
臣
政
策
参
与
に
は
、
一
般
職
の
国
家

第
十
八
条
の
二
の
二

常
勤
の
防
衛
大
臣
政
策
参
与
に
は
、
一
般
職
の
国
家

公
務
員
の
例
に
よ
り
、
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

公
務
員
の
例
に
よ
り
、
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
と

一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
と
あ
る

あ
る
の
は
、
「
百
分
の
百
六
十
七
・
五
」
と
し
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

の
は
、
「
百
分
の
百
六
十
五
」
と
し
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
人
事
院
規

人
事
院
規
則
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
政
令
で

則
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
も

定
め
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

（
学
生
の
給
与
）

（
学
生
の
給
与
）

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の

３

第
一
項
の
期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の

例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
二

例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
二

項
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
六
十
七
・
五

項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
六
十
五
」
と
、
同

」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
職
員
が
受
け
る
べ
き
俸
給
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
職

条
第
四
項
中
「
職
員
が
受
け
る
べ
き
俸
給
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
調
整
手
当

調
整
手
当
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
並
び
に
こ
れ
ら
に
対
す
る
地
域
手
当
及

及
び
扶
養
手
当
の
月
額
並
び
に
こ
れ
ら
に
対
す
る
地
域
手
当
及
び
広
域
異

び
広
域
異
動
手
当
の
月
額
並
び
に
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
に
対
す
る

動
手
当
の
月
額
並
び
に
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
に
対
す
る
研
究
員
調

研
究
員
調
整
手
当
の
月
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
学
生
が
受
け
る
べ

整
手
当
の
月
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
学
生
が
受
け
る
べ
き
学
生
手

き
学
生
手
当
の
月
額
」
と
す
る
。

当
の
月
額
」
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
生
徒
の
給
与
）

（
生
徒
の
給
与
）
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第
二
十
五
条
の
二

（
略
）

第
二
十
五
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の

３

第
一
項
の
期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の

例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
二

例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
二

項
中
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
六
十
七
・
五

項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
六
十
五
」
と
、
同

」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
職
員
が
受
け
る
べ
き
俸
給
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
職

条
第
四
項
中
「
職
員
が
受
け
る
べ
き
俸
給
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
調
整
手
当

調
整
手
当
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
並
び
に
こ
れ
ら
に
対
す
る
地
域
手
当
及

及
び
扶
養
手
当
の
月
額
並
び
に
こ
れ
ら
に
対
す
る
地
域
手
当
及
び
広
域
異

び
広
域
異
動
手
当
の
月
額
並
び
に
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
に
対
す
る

動
手
当
の
月
額
並
び
に
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
に
対
す
る
研
究
員
調

研
究
員
調
整
手
当
の
月
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
生
徒
が
受
け
る
べ

整
手
当
の
月
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
生
徒
が
受
け
る
べ
き
生
徒
手

き
生
徒
手
当
の
月
額
」
と
す
る
。

当
の
月
額
」
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）


